
 

 

事業 a 

事業 b 

事業 c 

取引先の
上場株式 

Ａ社 

Ｃ社 

 

存続会社 

 

譲受会社

吸収合併 

事業譲渡 

⇒｢売買等｣に当たらない 

⇒｢売買等｣に当たる 

Ｂ社 

Ｄ社 

全財産が包括的に移転 

財産の個別移転 

 

消滅会社 
 

存続会社 

株主 

 

消滅会社 
 

存続会社 

株主 

吸収合併 

吸収合併 

〔対価〕新株を発行 

〔対価〕自己株式を交付 

⇒｢売買等｣に当たらない 

⇒｢売買等｣に当たる 

Ｅ社 Ｆ社 

Ｇ社 Ｈ社 

合併と事業譲渡 新株発行と自己株式の交付 
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事業 a’ 

事業 b’ 

事業 c’ 

取引先の
上場株式 

※いずれも流通市場における取引ではなく、会社法に定める手続きに基づき行う組織再編行為 


